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資資料料１１    ププラランンのの策策定定経経過過                                

 
 

 

年月日 会議名等 会議内容等 

平成 24年 

4 月 10 日～27日 

館山市男女共同参画 

市民意識調査実施  

 

5 月 28 日 

平成２４年度第１回 

館山市コーラル会議 館山市長から諮問 

8月 7 日 

館山市男女共同参画 

推進会議 プラン策定について 

8月 16 日 

館山市男女共同参画 

推進会議 

概要説明・スケジュール 

プランの期間について 

プランの体系（案）について 

8月 30 日 

平成２４年度第２回 

館山市コーラル会議 

概要説明・スケジュール 

プランの期間について 

プランの体系（案）について 

9月 18 日 庁内関係課への調査依頼 プランの内容調査について（依頼） 

12 月 4 日 

平成２４年度第３回 

館山市コーラル会議 プラン素案について 

平成 25年 

1 月 16 日 

平成２４年度第４回 

館山市コーラル会議 プラン原案（未定稿）について 

2月 19 日 

平成２４年度第５回 

館山市コーラル会議 

プランの答申（案）について 

館山市コーラル会議から答申 

3月 8 日 

館山市男女共同参画 

推進会議 プランについて 
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資資料料２２    館館山山市市附附属属機機関関設設置置条条例例（（抜抜粋粋））                      

 

（目的） 

第１条 この条例は、法令に特別の定めあるものを除き、市長の権限に属する事務を処理するため

の組織について必要な事項を定めることを目的とする。 

（附属機関の定義） 

第２条 附属機関とは地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 138 条の４第

３項の規定により設置され市長の諮問に応じて審査又は調査をするための機関をいう。 

（設置） 

第３条 本市に別表に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務、組織、委員の

構成、定数及び任期は、同表右欄に掲げるとおりとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長又は委員長（以下「会長」という。）及び副会長又は副委員長（以下「副会長」とい

う。）は、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 副会長が置かれていない附属機関にあっては、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、

会長があらかじめ指定する者が会長の職務を代理する。 

（委員の任命等）  

第５条 委員は市長が任命又は委嘱する。 

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 附属機関の会議は、市長の諮問に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（会議の運営等） 

第７条 この条例で定めるもののほか、附属機関の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。 

（特例） 

第８条 この条例の規定にかかわらず法第138条の４第３項の規定に基づき設置された館山市特別

職報酬等審議会、館山市農業協力員並びに館山市情報公開・個人情報保護審査会及び館山市情報公

開・個人情報保護審議会の設置、組織及び運営については、それぞれ館山市特別職報酬等審議会条

例（昭和 39年条例第 49号）、館山市農業協力員設置条例（昭和 31年条例第 27号）、館山市情報

公開条例（平成 16年条例第１号）及び館山市個人情報保護条例（平成 16年条例第８号）に定める

ところによる。 

（市長への委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第３条） 

附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期 

館山市コー

ラル会議 

男女共同参画社会の推進に関する事項を調

査研究し、市長に答申すること。 

会長 学識経験者 15 人以内 ２年 

委員 住民代表     
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資資料料３３    館館山山市市ココーーララルル会会議議委委員員（（第第７７期期））名名簿簿                      

  任期：平成 23年 4月 1日～平成 25年 3月 31 日 

 

敬称略：50音順 

氏名 委嘱区分 備考 

秋山 貴 学識経験者   

飯島 マルティーヌ 学識経験者   

石井 三枝子 公募   

上條 長永 学識経験者   

北見 邦子 学識経験者 副会長 

鈴木 厚子 学識経験者   

鈴木 順子 学識経験者   

鈴木 ひとみ 学識経験者 会長 

髙﨑 孝昭 公募   

寺山 和彦 公募   

早川 紀子 学識経験者   

羽山 敏雄 学識経験者   

本橋 朋子 学識経験者   

 

※コーラルとは英語で、「サンゴ」を意味し、サンゴは雌雄同体であることから「男女がお互いに

信頼と協力で、より幸せな市民生活を送れるように」との願いを込め、この名前がつけられました。 
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資資料料４４    館館山山市市男男女女共共同同参参画画推推進進会会議議設設置置要要綱綱                        

 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会の実現を目指して、推進プランの策定及び男女共同参画を推進するため、

館山市男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は次の事項を所掌する。 

（１）館山市男女共同参画推進プランの策定に関すること。 

（２）男女共同参画施策の推進に関すること。 

（３）その他必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長、副会長は副市長の職にある者をもって充て、本委員は、別表１に掲げる職にある

者をもって充てる。 

（職務） 

第４条  会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

２ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条  推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、その意見又は説明を

聞くことができる。 

（幹事会） 

第６条  会議に付議する事案の調整を行なうため、推進会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会は、市長公室長が招集し、これを主宰する。 

（部会） 

第７条 推進会議は、専門的な重要事項を調査、検討させるため、必要があるときは、部会を設置

することができる。 

２ 部会は、会長が指名する職員をもって組織する。 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、市長公室企画課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 改正の要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 改正の要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 改正の要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 改正の要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 改正の要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 改正の要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条第２項）            別表２（第６条第２項） 

  （委員）教育長                （幹事）秘書広報課長 

      市長公室長                  企画課長 

      総務部長                   社会安全課長 

      健康福祉部長                 総務課長 

経済観光部長                 市民課長 

      建設環境部長                 健康課長 

      教育委員会次長                社会福祉課長 

                             高齢者福祉課長 

                             こども課長 

商工観光課長 

                             農水産課長 

                             都市計画課長 

                             教育総務課長 

                             学校教育課長 

                             スポーツ課長 

生涯学習課長 
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資資料料５５    男男女女共共同同参参画画社社会会基基本本法法  （（平平成成 1111 年年 66 月月 2233 日日法法律律第第 7788 号号））              

 

改正 平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号 
同 11 年 12 月 22 日同 第 160 号 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進を図っていくことが重要である。 
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則  

（目的） 
第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。  

（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重） 
第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他

の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに

より、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における

制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとす

るように配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 
第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団
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体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保され

ることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 
第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければな

らない。  

（国際的協調） 
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務） 
第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務） 
第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。  

（国民の責務） 
第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等） 
第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 
第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけ

ればならない。  

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  
第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

う。）を定めなければならない。  
２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  
３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。  
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。  
５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  
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（都道府県男女共同参画計画等） 
第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」

という。）を定めなければならない。  
２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱  
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男

女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  
４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 
第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策

定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 
第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 
第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別に

よる差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場

合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究） 
第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査

研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよ

うに努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 
第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機

関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図る

ために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 
第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の

団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要

な措置を講ずるように努めるものとする。  

第３章 男女共同参画会議  

（設置） 
第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 
第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。  
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二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  
三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 
第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。  

（議長） 
第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 
２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 
第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者  
２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。  
３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

十分の四未満であってはならない。  
４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 
第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 
第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 
第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。  

附 則（平成１１年６月２３日法律第７８号）  

（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 
第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。  

（経過措置） 
第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。 
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２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員

として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画

審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の

規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 
第４条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 
  （次のよう略） 

附 則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号）  

（施行期日） 
第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  
    （施行の日＝平成１３年１月６日）  
一 略  
二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条

の規定 公布の日  
 

（委員等の任期に関する経過措置） 
第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  
一から十まで 略  
十一 男女共同参画審議会  
十二から五十八まで 略 
 

（別に定める経過措置） 
第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、別に法律で定める。  

附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 

（施行期日） 
第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
  （以下略）
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資資料料６６    配配偶偶者者かかららのの暴暴力力のの防防止止及及びび被被害害者者のの保保護護にに関関すするる法法律律  

（（平平成成 1133 年年 44 月月 1133 日日法法律律第第 3311 号号））  

 

改正 平成 16 年 6 月 2 日法律第 64 号 
同 19 年 7 月 11 日同 第 113 号 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重

大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶

者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このような状

況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を

保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ため、この法律を制定する。 

第１章 総則  

（定義） 
第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。 
２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援する

ことを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等  

（基本方針）  
第２条の２  内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）

を定めなければならない。  
２  基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  
一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  
二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  
三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項  
３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。  



63 
 

４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 
  
（都道府県基本計画等）  
第２条の３  都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。  
２  都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  
二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  
三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項  
３  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案し

て、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならな

い。  
４  都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  
５  主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。  

第２章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  
第３条  都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。  
２  市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。  
３  配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。  
一  被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。  
二  被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。  
三  被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第５条及び第８条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。  
四  被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に

関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。  
五  第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連

絡その他の援助を行うこと。  
六  被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。  
４  前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。  
５  配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 
  
（婦人相談員による相談等）  
第４条  婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。  
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（婦人保護施設における保護）  
第５条  都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。  

第３章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  
第６条  配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報するよう努めなければならない。  
２  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。  
３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前２項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。  
４  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター

等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。  
 
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  
第７条  配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容

について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。  
  
（警察官による被害の防止）  
第８条  警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法

令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  
 
（警察本部長等の援助）  
第８条の２  警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力

を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出

があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安

委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの

暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。  
 
（福祉事務所による自立支援）  
第８条の３  社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  
 
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  
第９条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相

互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。  
 
（苦情の適切かつ迅速な処理）  
第９条の２  前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。  
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第４章 保護命令  

（保護命令）  
第１０条  被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は

身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限

る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっ

ては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力。第１２条第１項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命

等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第１８条第１項に

おいて同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項

については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。  
一  命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身

辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないこと。  
二  命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居

から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  
２  前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこ

とを命ずるものとする。  
一  面会を要求すること。  
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く

こと。  
三  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  
四  電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。  
五  緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。  
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又

はその知り得る状態に置くこと。  
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。  
３  第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第１２条第１項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者

が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者

がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要

があると認めるときは、第１項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する

日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項にお

いて同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。  
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４  第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活におい

て密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この

項及び次項並びに第１２条第１項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく

粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第１項第

一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は

身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する

場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。  
５  前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の

同意）がある場合に限り、することができる。  
 
（管轄裁判所）  
第１１条  前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  
２  前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。  
一  申立人の住所又は居所の所在地  
二  当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた

地  
 

（保護命令の申立て）  
第１２条  第１０条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  
一  配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  
二  配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ

が大きいと認めるに足りる申立ての時における事情  
三  第１０条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  
四  第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情  
五  配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げ

る事項  
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２  前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない

場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載し

た書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添

付しなければならない。  
 
（迅速な裁判）  
第１３条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  
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（保護命令事件の審理の方法）  
第１４条  保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達す

ることができない事情があるときは、この限りでない。  
２  申立書に第１２条第１項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるもの

とする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速

やかに応ずるものとする。  
３  裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の

規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。  
 
（保護命令の申立てについての決定等）  
第１５条  保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。  
２  保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期

日における言渡しによって、その効力を生ずる。  
３  保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  
４  保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨

及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し

相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知

するものとする。  
５  保護命令は、執行力を有しない。  
 
（即時抗告）  
第１６条  保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  
２  前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。  
３  即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情がある

ことにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効

力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存す

る間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。  
４  前項の規定により第１０条第１項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の

効力の停止をも命じなければならない。  
５  前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  
６  抗告裁判所が第１０条第１項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第２項

から第４項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さ

なければならない。  
７  前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定

によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、

速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するもの

とする。  
８  前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場

合について準用する。 
  
（保護命令の取消し）  
第１７条  保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合に

は、当該保護命令を取り消さなければならない。第１０条第１項第一号又は第二項から第４項まで



68 
 

の規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過し

た後において、同条第１項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算

して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命

令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。  
２  前条第６項の規定は、第１０条第１項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定

により当該命令を取り消す場合について準用する。  
３  第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。  
 
（第１０条第１項第二号の規定による命令の再度の申立て）  
第１８条  第１０条第１項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立

ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居

から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令

の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することがで

きないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるとき

に限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に

特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。  
２  前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第１項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第１８

条第１項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に

掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第一号から第四号までに掲

げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と

する。 
  
（事件の記録の閲覧等）  
第１９条  保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求す

ることができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を

呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限

りでない。 
  
（法務事務官による宣誓認証）  
第２０条  法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はそ

の支局に勤務する法務事務官に第１２条第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の認証を行わせることができる。 
  
（民事訴訟法の準用）  
第２１条  この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性

質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 
  
（最高裁判所規則）  
第２２条  この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判

所規則で定める。  

第５章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  
第２３条  配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれ

ている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その

安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。  
２  国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関
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する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  
 
（教育及び啓発）  
第２４条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。  
 
（調査研究の推進等）  
第２５条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加

害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究

の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 
  
（民間の団体に対する援助）  
第２６条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  
 
（都道府県及び市の支弁）  
第２７条  都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。  

一  第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。）  
二  第３条第３項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用  
三  第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  
四  第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  
２  市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁し

なければならない。  
 
（国の負担及び補助）  
第２８条  国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用

のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。  
２  国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。  
一  都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲

げるもの  
二  市が前条第２項の規定により支弁した費用  

第６章 罰則  

第２９条  保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  
 
第３０条  第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十

万円以下の過料に処する。  
 
附 則 
 
（施行期日） 
第１条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第２章、

第６条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援

センターに係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。  
 
（経過措置） 
第２条  平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴
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力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立

てに係る事件に関する第１２条第１項第四号並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。  
 
（検討）  
第３条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
 
附 則 （平成１６年６月２日法律第６４号）  
 
（施行期日） 
第１条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  
 
（経過措置） 
第２条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条

の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。  
２  旧法第１０条第２号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの

法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）

第１０条第１項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）

があった場合における新法第１８条第１項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、

「二週間」とする。  
 
（検討） 
第３条  新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
 
附 則 （平成１９年７月１１日法律第１１３号）  
 
（施行期日） 
第１条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  
 
（経過措置） 
第２条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件に

ついては、なお従前の例による。 
 
（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 
第３条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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資資料料７７    館館山山市市男男女女共共同同参参画画市市民民意意識識調調査査のの結結果果概概要要とと分分析析・・考考察察  

 
館山市における男女共同参画施策を推進する上での基礎資料とするために、当市の男女共同

参画の意識、実態について把握し、その問題点を解析し、課題を明確にすることを目的として、

次のとおり「館山市男女共同参画市民意識調査」を実施しました。７２ページから８６ページ

までは、この調査の結果の概要と分析・考察を掲載しています。 

 

○調査内容 

 （１）男女平等意識 （２）用語の周知度 （３）家庭生活 （４）防災・災害復興対策 

 （５）教育 （６）人権 （７）社会活動等への参画 （８）職業 （９）働き方 

 （10）属性 （11）自由記述 

 

○調査設計 

 （１）調査地域  館山市全域 

 （２）調査対象  館山市在住の満２０歳以上の男女 

 （３）標本数   １，０００人 

 （４）標本抽出法 住民基本台帳（平成２４年４月１日現在）に基づく層化無作為抽出法

（男女別・年代別・地区別） 

 （５）調査方法  郵送により調査票、返信用封筒を配布し、郵送により回収 

 （６）調査期間  平成２４年４月１０日～４月２７日 

 

 【層化】 

   市内を次の１０地区に分類しました。    

地区名 住所（大字）表示 

館山地区 館山、上真倉、下真倉、沼、宮城、笠名、大賀、富士見 

北条地区 北条、新宿、長須賀、八幡、湊、高井、上野原、北条正木 

那古地区 那古、正木、亀ヶ原、小原 

船形地区 船形、川名 

西岬地区 香、塩見、浜田、早物、見物、加賀名、波左間、坂田、洲崎、西川名、

伊戸、坂足、小沼、坂井 

神戸地区 大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼 

富崎地区 布良、相浜 

豊房地区 東長田、西長田、大戸、出野尾、岡田、南条、飯沼、古茂口、作名、

山荻、畑、神余 

館野地区 大網、安布里、山本、国分、稲、腰越、広瀬 

九重地区 宝貝、水岡、安東、二子、薗、水玉、大井、竹原、江田 

 

○回収結果 

有効回収数 ４９１件（４９．１％） 
 



２．調査の結果概要と分析・考察

○男女の平等意識

問１　あなたは、次の分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。次の（ア）～
（キ）のそれぞれについてあなたの考えに最も近いものを１つずつ選んでください。
　（ア）社会全体で

（１）男女の意識の差について
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【年代別】

女性 20代（18）
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70代以上（52）

男性 20代（13）

30代（18）

40代（32）

50代（42）

【性別】
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【分析・考察】
　「平等」と答えた人の割合は、女性が9.3％であったのに対し、男性は20.5％であり、男女の間
に意識の差が見られます。
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北条（132）

那古（47）

船形（27）

西岬（31）
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富崎（9）
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男性が非常に優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている 平等

どちらかといえば女性が優遇されている 女性が非常に優遇されている どちらともいえない

無回答
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○仕事と家庭生活の両立のために必要な環境整備

問１７　一般的に、男女が共に仕事と家庭を両立していくためには、どのような環境整備が必
要だと思いますか。次の中から３つ選んでください。
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男女が共に仕事と家庭を両立していくこと

に対して、周囲の理解と協力があること

代替要員の確保など、育児・介護休業制度

を利用しやすい職場環境を整備すること

地域の保育所や学童保育の整備、保育時

間の延長など保育内容を充実すること

育児・介護休業中の賃金や手当などの経

済的支援を充実すること

子育てや介護などを理由に退職した者をも

との職場で再雇用する制度を導入すること

職場内に保育施設を整備すること

パートタイマーなど非正規職員の労働条件

を改善すること

在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔

軟な勤務制度を導入すること

病児保育を充実させること

賃金や昇進などの男女間格差をなくすこと

【館山市】 (％)

77

※千葉県の結果については類似した選択項目にあてはめているものがある。

【分析・考察】
　「男女が共に仕事と家庭を両立していくことに対して、周囲の理解と協力があること」につい
て、女性は42.0％の割合の人が「必要」と感じているのに対し、男性は29.3％の割合の人しか
「必要」と感じておらず、こちらについても、男女の間に意識の差が見られます。
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その他
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無回答
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女性（269）
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（２）館山市と千葉県全体の男女の平等意識の比較

○男女の平等意識

問１　あなたは、次の分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。次の（ア）～
（キ）のそれぞれについてあなたの考えに最も近いものを１つずつ選んでください。
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45.0 

53.7 

17.1 

14.1 

44.6 

47.3 

29.1 

31.9 

14.3 

13.6 

31.4 

38.9 

20.0 

18.4 

52.3 

62.0 

15.5 

18.0 

34.2 

39.0 

5.9 

7.4 

8.8 

10.0 

5.9 

5.5 

4.5 

3.3 

1.2 

1.6 

7.5 

7.8 

0.8

0.7

1.4

2.1

1.8

0.9

0.8

0.2

0.4
1.2

1.5

12.0 

5.5 

10.6 

3.1 

10.8 

6.8 

16.1 

15.0 

10.2 

9.2 

16.1 

11.8 

3.9 

0.8 

4.9 

1.3 

7.7 

2.4 

7.3

2.9 

5.1 

2.3 

5.1 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ア）社会全体で 館山市（491）

千葉県(1136）

（イ）家庭のなかで 館山市（491）

千葉県（1136）

（ウ）職場のなかで 館山市（491）

千葉県（1136）

（エ）学校教育の場で 館山市（491）

千葉県(1136）

（オ）政治の場で 館山市（491）

千葉県（1136）

（カ）法律や制度の上で 館山市（491）

千葉県（1136）
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【分析・考察】
　館山市民と千葉県民全体の意識の違いについて見てみますと、「社会全体で」では、館山市で
は「男性が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」を合わせた割合
が63.1％であるのに対し、千葉県全体では72.0％と、館山市で『男性が優遇されていると感じて
いる』人の割合は、千葉県全体より低くなっています。
　他の項目でも、（エ）以外で、『男性が優遇されている』と答えた人の割合は、千葉県全体より館
山市の方が低くなっています。
　このことから、館山市は千葉県全体より男女平等の意識が浸透していることが窺われます。

1.9 

23.2 

21.2 

6.7 

6.3 

11.6 

13.0 

14.1 

44.6 

47.3 

29.1 

31.9 

51.1 

59.8 

62.0 

15.5 

18.0 

34.2 

39.0 

14.9 

13.9 

3.3 

1.2 

1.6 

7.5 

7.8 

3.7 

4.0 

0.8

0.2

0.4
1.2

1.5

0.6

0.4

15.0 

10.2 

9.2 

16.1 

11.8 

14.1 

7.2 

2.9 

5.1 

2.3 

5.1 

1.8 

4.1

1.7 

千葉県(1136）

（オ）政治の場で 館山市（491）

千葉県（1136）

（カ）法律や制度の上で 館山市（491）

千葉県（1136）

（キ）社会通念・慣習で 館山市（491）

千葉県（1136）

男性が非常に優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている 平等

どちらかといえば女性が優遇されている 女性が非常に優遇されている どちらともいえない

無回答
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○家事等の役割分担

問５　問３で「１．結婚している」とお答えの方に伺います。
あなたのご家庭では、次の（ア）～（キ）にあげるような日常的な仕事は、主にどなたがして
いますか。次の中から１つずつ選んでください。

1.1 

1.5 

2.4 

2.0 

5.1 

2.5 

41.8 

29.0 

79.6 

84.9 

81.5 

84.1 

65.1 

72.0 

34.0 

44.5 

70.8 

13.9 

11.7 

11.8 

12.6 

24.9 

24.1 

19.8 

25.4 

13.1 

3.2 

1.3 

1.6 

0.5 

1.6 

0.8 

1.3 

0.6 

1.3 

8.0 

2.1 

0.6 

2.7 

0.8 

3.2 

0.6 

2.9 

0.6 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

館山市（373）

千葉県（870）

（イ）掃除・洗濯

館山市（373）

千葉県（870）

（ウ）食料品・日用品等の買物

館山市（373）

千葉県（870）

（エ）役所等への用事・書類の作成

館山市（373）

千葉県（870）

（オ）乳児・幼児の世話

館山市（373）

（ア）食事の支度・あとかたづけ

79

【分析・考察】
　「主に妻が行なっている」に注目すると、「（ア）食事の支度・あとかたづけ」のグラフで、館山市
で「主に妻が行なっている」のは79.6％ですが、千葉県で「主に妻が行なっている」のは、もっと
多く、84.9％となっています。（エ）以外の項目で、市の方が県全体より低くなっています。
　こちらからも、館山市は千葉県全体より男女平等の意識が浸透していることが窺われます。

0.2 

1.9 

0.6 
2.7 

1.3 

70.8 

74.6 

66.5 

67.4 

35.9 

30.2 

13.1 

12.4 

15.8 

19.3 

17.4 

17.7 

1.3 

1.0 

0.8 

0.2 

3.8 

2.9 

8.0 

9.7 

8.6 

9.8 

29.0 

44.0 

6.7 

2.1 

6.4 

2.8 

11.3 

3.9 

館山市（373）

千葉県（870）

（カ）子どもの学校行事等への参加

館山市（373）

千葉県（870）

（キ）高齢者の世話（介護）

館山市（373）

千葉県（870）

主に夫が行っている 主に妻が行っている 夫婦とも同じくらい行っている

主にその他の人が行っている 子どもや高齢者はいない 無回答
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○「男は仕事、女は家庭」の考え方

問１４　「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。次の中から１つ選ん
でください。

【分析・考察】
　館山市では47.5％が「そう思わない」と回答しているのに対し、千葉県全体で「そう思わな
い」と回答した人の割合は37.1％にとどまっており、こちらについても、館山市では、千葉県全
体よりも男女の平等意識が浸透しているのではないかと捉えることができます。

11.4 

10.9 

8.9 

8.9 

14.9 

13.5 

47.5 

37.1 

50.9 

42.3 

43.3 

30.2 

38.7 

51.4 

38.3 

48.1 

39.1 

55.9 

2.4 

0.5 

1.9 

0.6 

2.8 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 館山市（491）

千葉県（1136）

女性 館山市（269）

千葉県（640）

男性 館山市（215）

千葉県（490）

そう思う そう思わない どちらともいえない 無回答
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（３）男女共同参画に関する知識、認識の面について

80



問２　次にあげる言葉のうち、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものはどれですか。次
の中から該当するものすべて選んでください。

○用語の周知度

79.4 

73.3 

40.7 

21.2 

21.0 

18.7 

19.8 

12.0 

77.7

73.6

36.8

21.9

23.4

15.6

19.3

82.3 

73.5 

47.0 

20.0 

18.6 

22.8 

20.9 

0 20 40 60 80 100 

男女雇用機会均等法

配偶者からの暴力及び被害者の保

護に関する法律（DV防止法）

男女共同参画社会基本法

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）

館山市コーラル会議

女子差別撤廃条約

ジェンダー

（社会的文化的につくられた性別）

【館山市】 （％）

88.8 

87.1 

43.8 

32.8 

29.9 

34.9 

18.9 

88.0 

87.3 

38.6 

29.5 

27.8 

35.6 

90.0 

86.9 

50.4 

37.1 

32.4 

33.9 

0 20 40 60 80 100 
【千葉県】 （％）

該当項目なし

81

問１０　あなたは、女性の人権が侵害されていると感じるのは、どのようなことについてで

【分析・考察】
　「男女雇用機会均等法」という用語に関して、千葉県全体では88.8％の割合の人に認知さ
れていますが、館山市では79.4％の割合の人に認知されているにとどまっています。他の用
語も同様で、館山市の認知度は、千葉県全体より低い数字になっています。
　このことからすると、館山市では、「男女共同参画」という概念について、多少、認知度が低
い部分があるのではないかと捉えることができます。
　なお、「男女雇用機会均等法」と「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律」に注
目すると、いずれも館山市は千葉県全体より低いとは言え、女性、男性ともに70％を超える認
知度となっており、女性の就業機会の確保やDVに対する市民の関心の高さを窺うことができ
ます。

○女性の人権が侵害されていると感じること

12.0 

9.4 

5.5 

5.3 

19.3

10.4

10.4

6.3

5.2

20.9 

14.4 

7.9 

4.7 

4.2 

（社会的文化的につくられた性別）

性差医療（性差に基づいた医療）

ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

見たり聞いたりしたものはない

無回答

全体（491）

女性（269）

男性（215）

18.9 

12.9 

2.1 

2.0 

20.8 

12.7 

2.5 

2.0 

33.9 

16.5 

12.9 

1.4 

2.0 

全体（1136）

女性（640）

男性（490）

問１０　あなたは、女性の人権が侵害されていると感じるのは、どのようなことについてで
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しょうか。次の中から該当するものすべて選んでください。

78.2 

71.7 

60.5 

57.0 

54.4 

42.0 

36.3 

30.1 

79.9 

71.7 

62.5 

58.0 

56.5 

45.0 

36.1 

37.2 

76.7 

72.6 

59.1 

56.7 

51.6 

39.5 

37.2 

21.4 

0 20 40 60 80 100 

レイプ（強姦）などの女性への性

暴力

痴漢等の女性へのわいせつな行

為

ストーカーなどの女性へのつきま

とい行為

職場等におけるセクシュアル・ハ

ラスメント（性的いやがらせ）

配偶者からの暴力

売春・買春・援助交際

夫婦生活における一方的セックス

の強要

女性の体の一部などを内容と無

関係に使用した広告

【館山市】 （％）

92.0 

83.5 

66.2 

73.6 

71.1 

56.3 

56.7 

42.5 

92.2 

85.9 

66.1 

75.3 

72.7 

60.0 

60.5 

45.0 

91.6 

80.2 

66.1 

71.0 

70.2 

51.6 

51.6 

39.0 

0 20 40 60 80 100 

【千葉県】 （％）
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【分析・考察】
　全ての項目で、館山市は千葉県全体より低い数字となっています。これらの項目は、原則とし
て、すべて女性の人権侵害に該当しうるもので、その認識の度合いを問うものです。
　こちらからも、館山市では、「男女共同参画」という概念について、多少、認知度が低い部分が
あるのではないかと捉えることができます。

（４）防災対策・女性の就業について

○女性の視点に配慮した対応

2.4 

1.8 

5.5 

3.3 

37.2 

1.1 

1.5 

4.8 

3.7 

21.4 

4.2 

1.9 

6.5 

2.3 

女性の体の一部などを内容と無

関係に使用した広告

特に感じない

その他

わからない

無回答

全体（491）

女性（269）

男性（215）

2.3 

2.3 

45.0 

2.5 

2.2 

39.0 

1.8 

2.4 

全体（1136）

女性（640）

男性（490）

該当項目なし

該当項目なし

○女性の視点に配慮した対応

82



問７　防災・災害復興対策に、女性の視点に配慮した対応がとられる必要があると思います
か。次の中から１つ選んでください。

53.6 

55.8 

50.7 

72.2 

55.9 

40.0 

72.9 

58.1 

40.4 

46.2 

50.0 

59.4 

61.9 

40.3 

48.9 

52.0 

53.8 

61.7 

66.7 

48.4 

53.3 

66.7 

46.2 

51.5 

41.7 

32.8 

32.7 

33.5 

22.2 

26.5 

50.0 

25.0 

34.9 

32.7 

46.2 

33.3 

31.3 

28.6 

37.1 

31.9 

35.2 

31.1 

27.7 

29.6 

22.6 

36.7 

22.2 

38.5 

30.3 

58.3 

1.4 

1.1 

1.9 

5.6 

2.9 

2.1 

5.6 

6.3 

1.6 

2.3 

3.2 

6.7 

3.0 

2.4 
1.5 

3.7 

2.9 

1.2 

3.8 

5.6 

4.8 

6.5 

2.1 
3.2 

1.5 

4.3 

3.2 

11.5 

6.9 

6.7 

7.0 

8.8 

10.0 

4.7 

15.4 

5.6 

3.1 

4.8 

9.7 

10.6 

5.6 

10.6 

4.3 

3.7 

12.9 

3.3 

3.8 

6.1 

2.9 

2.2 

3.3 

2.9 

1.2 

7.7 

7.7 

4.8 

6.4 

4.0 

0.8 

2.1 

9.7 

11.1 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（491）

【性別】

女性（269）

男性（215)

【年代別】

女性 20代（18）

30代（34）

40代（30）

50代（48）

60代（86）

70代以上（52）

男性 20代（13）

30代（18）

40代（32）

50代（42）

60代（62）

70代以上（47）

【地区別】

館山（125）

北条（132）

那古（47）

船形（27）

西岬（31）

神戸（30）

富崎（9）

豊房（26）

館野（33）

九重（24）
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【分析・考察】
　「必要がある」と「どちらかといえば必要である」を合わせた数字は、女性は88.5％、男性は
84.2％と、ともに80％を超えています。
　このことから、防災分野における女性参画について、男女問わず意識の高さが窺えます。

○女性の視点に配慮する必要があるもの

問８　防災・災害復興対策で、女性の視点に配慮して取り組む必要があると思うものは何で
すか？次の中から該当するものすべて選んでください。

40.3 

48.9 

52.0 

53.8 

61.7 

66.7 

48.4 

53.3 

66.7 

46.2 

51.5 

41.7 

37.1 

31.9 

35.2 

31.1 

27.7 

29.6 

22.6 

36.7 

22.2 

38.5 

30.3 

58.3 

2.3 

3.2 

6.7 

3.0 

6.5 

2.1 
3.2 

1.5 

4.3 

3.2 

11.5 

9.7 

10.6 

5.6 

10.6 

4.3 

3.7 

12.9 

3.3 

3.8 

6.1 

4.8 

6.4 

4.0 

0.8 

2.1 

9.7 

11.1 

9.1 

60代（62）

70代以上（47）

【地区別】

館山（125）

北条（132）

那古（47）

船形（27）

西岬（31）

神戸（30）

富崎（9）

豊房（26）

館野（33）

九重（24）

必要がある どちらかといえば必要がある 必要ない どちらかといえば必要ない わからない 無回答

(%(%
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63.7 

53.6 

62.5 

54.2 

37.7 

2.6 

5.3 

4.1 

2.6 

64.3 

56.1 

64.7 

53.2 

42.4 

1.1 

5.2 

3.0 

3.0 

62.8 

50.2 

60.0 

55.8 

31.6 

4.7 

5.1 

5.1 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60 70

避難所の設置・運営体制

被災者に対する相談受付体制

食料、飲料水、医薬品の備えや供給体制

救援医療体制

災害時の正確・迅速な情報連絡体制

特にない

その他

わからない

無回答

全体（491）

女性（269）

男性（215)

(%

84

○女性が職業をもつことについての考え

【分析・考察】
　「避難所の設置・運営体制」、「被災者に対する相談受付体制」、「食料、飲料水、医薬品の
備えや供給体制」、「救援医療体制」の４項目において、「必要」と回答した人の割合は、女
性、男性共に５０％を超えており、こちらからも、防災分野における女性参画について、男女
問わず意識の高さが窺えます。

問１６　あなたは、一般的に女性が職業をもつことについて、どのように考えますか。次の中
から１つ選んでください。

2.6 

3.0 

3.0 

5.1 

1.9 

わからない

無回答

男性（215)
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1.2

0.7

1.9

2.9

1.2

2.4

1.6
4.3 

0.8

1.5

2.1

3.7 

3.0 

4.7 

5.6 

2.9 

4.2 

1.2 

5.8 

4.8 

6.5 

8.5 

5.6 

3.0 

6.1 

3.7 

8.8 

5.6 

8.3 
2.3 

5.8 

16.7 

3.1 

4.8 

12.9 

10.6 

4.8 

6.8 

8.5 

30.8 

34.6 

26.0 

50.0 

35.3 

46.7 

33.3 

33.7 

25.0 

46.2 

22.2 

28.1 

33.3 

24.2 

17.0 

29.6 

31.8 

27.7 

37.3 

37.5 

38.1 

33.3 

38.2 

26.7 

33.3 

47.7 

32.7 

30.8 

27.8 

46.9 

38.1 

33.9 

44.7 

43.2 

34.8 

34.0 

8.8 

9.3 

7.4 

5.6 

17.6 

16.7 

14.6 

3.5 

5.8 

22.2 

15.6 

9.5 

1.6 

2.1 

6.4 

9.1 

14.9 

6.5 

3.7 

10.2 

2.9 

10.0 

4.2 

3.5 

1.9 

23.1 

5.6 

3.1 

4.8 

19.4 

6.4 

4.0 

6.8 

8.5 

5.7 

7.4 

2.8 

2.1 

7.0 

23.1 

5.6 

3.1 

2.4 

6.4 

5.6 

6.1 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（491）

【性別】

女性（269）

男性（215）

【年代別】

女性 20代（18）
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70代以上（47）

【地区別】

館山（125）

北条（132）

那古（47）
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【分析・考察】
　「子供ができても職業を続けたほうが良い」と「子供が大きくなったら再び職業を持つほうが
良い」を合わせた割合では、女性は70％を超え、男性も65％に迫り、子供が出来ても、仕事と
関わったほうが良いという市民が多いことが見て取れ、女性の就業機会の確保に対する市民
の関心の高さが窺えます。
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女性は職業をもたない方がよい 結婚するまでは職業をもつ方がよい 子どもができるまでは、

職業をもつ方がよい

子どもができても、

ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業をもつ方がよい

その他

わからない 無回答
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【総括】
　以上のことから、館山市では、千葉県全体より男女の平等意識が浸透しているとみられる側
面はあるものの、男女共同参画に関する用語の認知度、概念については千葉県全体より低
く、男女の間にも意識の差が見られることから、男女の意識改革に向け、第3期館山市男女共
同参画推進プランにおいては「あらゆる人々にとっての男女共同参画に向けた市民への広
報・啓発の推進」を行っていきます。
　また、防災、女性の就業、DVについては、館山市おいて、女性、男性ともに高い意識がある
と言えます。このプランにおいても、「防災分野における女性参画の促進」、「再就職希望者に
対する支援」を施策として位置づけるとともに、このプランを「DV施策の実施に関する基本計
画」として位置づけ、各事業を推進します。
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資資料料８８    第第２２期期館館山山市市男男女女共共同同参参画画推推進進ププラランン進進捗捗状状況況調調査査概概要要  

 
「第２期館山市男女共同参画推進プラン」は、男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同

参画社会の実現に向け体系的に施策を推進するため、平成 15 年 3 月に策定された「館山市男

女共同参画推進プラン」の基本理念、将来像を引き継ぎ、平成 20年度～平成 24年度をプラン

の期間として、平成 20年 3月に策定されたものです。 

この「第２期館山市男女共同参画推進プラン」が平成 24年度で期間が終了することを受け、

平成 24年 10 月に、事業を所管する課に対して進捗状況調査を実施しました。 

 

１.プラン体系上の基本目標別の取組数及び事業課数 

基本目標 取組数 事業課（延べ） 

Ⅰ 人権の尊重と男女平等の意識づくり 33 47 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 21 29 

Ⅲ 男女が共に自立し、安心して暮らせるまちづくりの推進 41 45 

合計 95 121 

 

２.評価の概要 

プランを構成する事業について、事業課における取組状況、効果、継続の必要性を、各々   

3 段階で評価しました。 

  

３.事業課（延べ）の評価結果 

 ① 取組状況 

基本目標 小計 
A：すでに達成

されている 

B：期間中に概

ね達成される 

C:期間中の達成

は困難である 

Ⅰ 人権の尊重と男女平等の 

意識づくり 
47 14 (29.79%) 32 (68.09%) 1 ( 2.13%) 

Ⅱ あらゆる分野における男女

共同参画の推進 
29 3 (10.34%) 23 (79.31%) 3 (10.34%) 

Ⅲ 男女が共に自立し、安心して

暮らせるまちづくりの推進 
45 24 (53.33%) 20 (44.44%) 1 ( 2.22%) 

合計 121 41 (33.88%) 75 (61.98%) 5 ( 4.13%) 

 

   プランの全体の取組状況については、「すでに達成されている」、「期間中に概ね達成され

る」が 95%を超えており、当初の目標がほぼ達成されたといえます。 

   なお、体系ごとの取り組み状況では、「Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進」

が、他の分野に比べて進捗状況に遅れが見られますので、第３期館山市男女共同参画プラン

においては、各年度の取組評価により、進捗状況に遅れが出ないように事業課に注意喚起し

ます。 
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 ② 効果 

基本目標 小計 
A：十分な効果

が得られた 

B：一定の効果

が得られた 

C：期待した効果が

得られなかった 

Ⅰ 人権の尊重と男女平等の 

意識づくり 
47 9 (19.15%) 33(70.21%) 4 ( 8.51%) 

Ⅱ あらゆる分野における男女

共同参画の推進 
29 1 ( 3.45%) 22 (75.86%) 6 (20.69%) 

Ⅲ 男女が共に自立し、安心して

暮らせるまちづくりの推進 
45 10 (22.22%) 34 (75.56%) 1 ( 2.22%) 

合計 121 20 (16.53%) 89 (73.55%) 11 ( 9.09%) 

 

   プラン全体の効果としては、「十分な効果が得られた」、「一定の効果が得られた」が 90％

を超えており、当初に期待した効果がほぼ得られたといえます。 

   一方で、体系ごとの取り組み状況では、「Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進」

では、「期待した効果が得られなかった」が 20.69%を占めており、第３期館山市男女共同参

画プランにおいては、体系等の見直しを行い、効果が得られる事業となるように検討しまし

た。 

 

 ③ 継続の必要性 

基本目標 小計 
A：効果を維持して

いくため継続する 

B：効果を高めてい

くため継続する 

C：廃止する 

Ⅰ 人権の尊重と男女平等の 

意識づくり 
47 18 (38.30%) 28 (59.57%) 1 (2.13%) 

Ⅱ あらゆる分野における男女

共同参画の推進 
29 1 ( 3.45%) 28 (96.55%) 0 (0.00%) 

Ⅲ 男女が共に自立し、安心して

暮らせるまちづくりの推進 
45 21 (46.67%) 22 (48.89%) 2 (4.44%) 

合計 121 40 (33.06%) 78 (64.46%) 3 (2.48%) 

 
   プランの継続の必要性については、「効果を維持していくため継続する」、「効果を高めていく

ため継続する」が 97％を超えており、事業の継続性が求められています。この結果を踏まえ、

第３期館山市男女共同参画プランの策定に当たっては、プラン全体の整合性に配意しつつ、第２

期館山市男女共同参画プランとの継続性も考慮し、策定しました。 
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